
NPO法人リニューアル技術開発協会  

修繕現場の 4週 8休獲得推進 2024年問題への取り組みについて 

 

委員：宮澤孝昇 

木村章一 

１．2024年問題とは何か。 

 2019 年から始まった「働き方改革」の一環で、「時間外労働の上限規制」が導入された。 

 時間外労働の上限は、月 45時間（1日約 2時間）、年 360時間とし、特別な事情がなけれ

ばこれを超えることはできない。これは法律で定められている。 

 しかし、労働環境の改善にまだ時間がかかる業種があるため、この時間外労働の上限規制

についてはそれらの業種についてのみ 2024年 3月 31日まで猶予されている。 

 この猶予期間が切れることを「2024年問題」と呼ぶ。 

 猶予を与えられている業種は「建設業、自動車運転業務、医者、および鹿児島、沖縄の砂

糖製造業」である。 

 

２．働き方改革とは何か。 

 労働基準法や労働安全衛生法など労働関連法における改正に伴う新しい規制や概念のこ

とである。 

 働き方改革を進める目的は、少子高齢化の流れに歯止めをかけて、５０年後も人口１億人

を維持すること。労働各法を改正することで、様々な働き方の選択を可能にし、労働力の確

保を図り「一億総活躍社会」を実現すること。 

 こうした目的のもとに、働く人ひとりひとりがより良き将来展望を持てるようにするこ

とを目指している。 

 

３．人口減の現状 

 今の状況では、2056 年に我が国の人口が 1 億人を下回り、2059 年には出生率が 50 万人

（2020 年時点では 85 万 3,000人）を割るといわれている。2020年時点の総人口 1億 2,615

万人が 2070 年には 8,700 万人に減少すると予想され、これによって 3000 万人の労働力が

減少することになる。 

 人口減少は、経済成長に大ダメージを与える。 

 

４．働き方改革の 3本の柱とは 

 ①労働時間法制度の見直し→長時間労働の抑制 

  ・時間外労働の上限規制→これが、2024 年問題 

  ・年次有給休暇の取得義務付け 

  ・労働時間の把握の義務付け 



 ②同一労働同一賃金（公平な賃金） 

 ③多様で柔軟な働き方の実現 

 

５．働き方改革の具体的内容 

 ①年次有給 5日の取得の義務化 

 ②フレックスタイム制度の拡充 

 ③勤務間インターバル制度の努力義務 

 ④高度プロフェッショナル制度の創設 

 ⑤産業医、産業保健機能の強化 

 ⑥時間外労働の上限規制 

 ⑦同一労働同一賃金 

 ⑧月 60時間超の残業に対する割増賃金率の引き上げ 

 ①から⑤までは 2019 年 4 月から一斉に施行開始。⑥は大企業に対しては 2019 年 4 月か

ら、中小企業に対しては 2020 年 4月から施行。⑦は大企業には 2020 年 4月から、中小企業

には 2021年 4月から施行。⑧は大企業には 2010年に施行済み、中小企業には 2023 年 4月

から施行。 

 

６．労働基準法による労働時間の限度 

 「1日８時間、１週 40時間」を法定労働時間とする。 

 法定労働時間を超えて使用者が従業員を労働に従事させる場合、双方の間で労使協定を

締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出をした場合にのみ、その協定で定めるところによ

り、時間外労働や休日労働をさせることができる。 

 この時間外労働、休日労働の協定は、労働基準法第 36条に定められているため「サブロ

ク協定」と呼ばれている。 

 

 

７．サブロク協定の改正 

 今回の「働き方改革」による労働基準法の改正により、サブロク協定で定めることのでき

る時間外労働の上限は「月 45時間、年 360時間」とされた。 

 また、臨時的な特別の事情がない限りこれを超えることはできない、とされた。 

 この定めに違反した場合、使用者には「6 か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金」が

課せられる 

 これに関連して、労働安全衛生法も改正され、「労働時間の状況を客観的に把握する。」こ

とが企業に義務付けられた。これは、残業代の支給対象ではない「管理監督者」「みなし労

働時間制が適用される労働者」を含む、すべての労働者が対象となっている。 

 



８.『建設業における働き方改革推進のための事例集』を見てみる。 

（国土交通省不動産・建設経済局建設業課発行 令和 5年 5月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９.リ協会員会社での取り組み事例の紹介 

 ～  消防設備の点検・メンテナンス会社Ｂ社の場合 ～ 

 

情報同期システム活用による生産性向上の取り組み 

 
 生産性向上の取り組みとして ITツールを使用し、クラウドサービスを活用している。毎

日の現場における診断結果の情報を即時に情報センターと共有することにより、業務の省

力化を図っている。 

 

■企業の概要 

主な許可業種：消防施設業 

資本金   ：10,000千円 

年間売り上げ：700,000千円 

従業員数  ：60名 

元請・下請 ：５０：５０ 

 

■取り組みの主な内容 

業務情報同期システムの概要 

各現場に派遣されたスタッフがそれぞれにタブレット端末から診断情報を書き込むと、

同時に本社の情報管理センターでその情報が反映されてそのままドキュメントワークが開

始される。 

 

全体の仕組みの流れ 

タブレット情報端末から入力された情報は、クラウドサービスにアップされ即関係者全

員に共有される。現場では複数投入されたスタッフがお互いの業務の進捗状況が把握でき、

無駄な連絡や動作がなくなる。通常なら、一日かけて取得した診断情報を会社に持ち帰って

からスタッフ各々が書類に取りまとめるが、この業務情報同期システムではスタッフが現

場で情報を拾ってタブレットに入力した瞬間から書類が作成開始され、現場業務の進行中

に書類作成も進行し完了してしまう。 

本社の情報管理センターでは同じ時間帯に複数の現場の書類作成に同時に取り掛かるの

で、書類作成にかかる時間を大幅に短縮できる。 

 

■取り組みの背景 

 もともとは、現場に赴いて業務を行ったスタッフが、1日かけて訪問した各現場で取得し

た診断情報を持ち帰り、書類を作成してから顧客に成果書類を発送していた。このやり方で

は、業務の量や情報の量の多寡により、即日完成させることは困難になる。その結果、情報



量の多い現場の書類はどんどん後回しとなって、現場業務実施から 2 か月から 4 か月も過

ぎてから発送されることになった。これでは顧客も古い情報を受領することになるし、スタ

ッフの負荷も上がるばかりであった。業務の効率化とスタッフの負荷軽減が急務であった。 

 

■取り組まれた効果やよかった点 

 情報が新鮮なうちに成果物が完成するので、これに付随して必要となる改修見積書や、内

容の解説を作成することが容易になった。 

 スタッフがこのシステムに取り組むには、平準化された高度の専門知識が必要となるの

で、その取得への取り組みもモチベーションがついた。 

 顧客からの業務に関する問い合わせに折り返しをせず、現在時点の共有された情報をも

とに即回答できることが多いので、クレームに発展しずらい環境が整った。 

 

■取り組みの効果を得るために留意した点、工夫した点 

記入方法のルール化 

 誰がいつ情報を記入したかがわかるようにしたことと、業務の開始、終了のポイントが明

確になるようにした。 

 

システムの操作 

情報管理センターにはオペレーターと呼ばれる当日の全物件の情報を統括管理し、配下

の各スタッフにドキュメントワークの支持と進捗管理をさせる体制を作った。 

各現場では、現場の責任者に現場での工程管理と進捗管理を行わせ、センターとの診断情

報共有以外のやり取りも担当させた。 

即時情報共有のデータには写真情報も含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０.ＮＰＯ法人リニューアル技術開発協会として 2024年問題を考える 

  我々が生業としている建設業においても時間外労働時間の上限規制には強制力があり、

猶予期間を過ぎた 2024年 4月以降は例外が認められなくなります。未対応の企業は早急

に対策を講じ、時間外労働の削減に向き合わなければなりません。 

  ここまで同業他社の取り組みをご紹介してきましたが、『ＩＴツールの活用』『全社で工

程を週休二日で考えること』『人材の確保と配置』がまずはポイントとなりそうです。 

  会員各社の規模や事業内容によっての対応策は様々と思いますが、居住者の皆様の貴

重な修繕積立金で適切なリニューアル工事を行い、より良い住環境を提供するため、まず

は私たちが働く環境を整え、人々が活発である業界となるように 2024 年問題に取り組ん

でいきたいと考えます。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


